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告 示

北海道教育委員会告示第６６号
北海道教育委員会委員長の任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和３１年法律第１６２号）第１２条第１項の規定に基づき、平成２５年１１月６日委員長を次のと
おり選挙した。
平成２５年１１月１５日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
委員長 委員 鷹 野 正 義
任 期 平成２５年１１月７日から平成２６年１１月６日まで

北海道教育委員会告示第６７号
当委員会の委員長職務代理者を、平成２５年１１月６日次のとおり指定した。
平成２５年１１月１５日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義
第１順位 委員 中 村 隆 信
第２順位 委員 鶴 羽 佳 子

通達・通知・照会

教 総 第１４６６号
平成２５年１１月１５日

各 次 課 長
各 教 育 局 長
各 所 管 機 関 の 長 様
各市町村教育委員会教育長
（各市町村立学校長）

北海道教育委員会教育長

北海道教育委員会委員の異動について（通知）
このことについて、次のとおり当教育委員会の委員に異動がありましたので、通知します。

記
１ 異動事項

再 任平成２５．１０．２９～平成２９．１０．２８中 村 隆 信委 員
備 考委 員 の 任 期氏 名区 分

２ 異動後の構成

末 岡 裕 文委 員
委員長職務代理者（第２順位）鶴 羽 佳 子委 員
委員長職務代理者（第１順位）中 村 隆 信委 員
委員長の任期 平成２５．１１．７～平成２６．１１．６鷹 野 正 義委員長

備 考氏 名区 分

平成２５年１１月１５日
（金曜日）
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教育長立 川 宏委 員
田 澤 由 利委 員

（総務政策局総務課法制グループ）

教文博第１８２３号
平成２５年１１月１５日

各 教 育 局 長 様
各市町村教育委員会教育長

北海道教育委員会教育長

史跡及び名勝の追加指定について（通知）
このことについて、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項の規定により、
別記１から別記４のとおり史跡及び名勝の追加指定がありましたので、通知します。

（生涯学習推進局文化財・博物館課文化財保護グループ）

別記１

平成２５年１０月１７日（文部科学省告示第１４７号）指定年月日

（追加指定分）
５６，０３０．１４㎡

面 積

（追加指定分）
北海道伊達市北黄金町
４９番２２５、４９番４９５、４９番１０２１、４９番２０３０、４９番４７５６、４９番４７９８、４９番
４７９９、４９番４８００、７５番９、７５番１１、７５番２７、７５番３０のうち実測３３０．７２
㎡、７５番３１のうち実測８，７３７．８０㎡、７５番４０、７５番４１、７５番４２、７５番５３、
７５番５４、７５番５７のうち実測３１５．３３㎡、７５番５９のうち実測１５７．９０㎡、７５番
７３、７５番９９

所在地及び
指 定 地 域

北海道の内浦湾貝塚群を代表する縄文時代前期を中心とする大規模な
貝塚であり、当時の人々の形質や葬制、生業・生活を明らかにする上で
重要であることから、新たに北地点の貝塚と周辺部分を追加して指定
し、遺跡全体の保存を図ろうとするものである。

指 定 地 域
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡
名勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の史
跡１「貝塚」による。

指 定 基 準
北黄金貝塚名 称
史 跡種 別

別記２

（追加指定分）
１９，３５３．３２㎡

面 積

（追加指定分）
北海道松前郡松前町字神明
１９２番、１９３番、１９４番、３００番１のうち実測１５，４７１．８７㎡、３００番２のうち
実測５５９．２３㎡、１９５番地に東接する道路敷のうち５８．９６㎡、同１９５番に東
接する道路敷と同１９３番に挟まれる河川敷のうち実測４６３．２６㎡を含む。

所在地及び
指 定 地 域

幕末に幕府の命により松前藩が築城した福山城は、海岸防備を主体と
し、城内外に砲台を配置した縄張りを持つ城で、安政元（１８５４）年に完
成した。今回、神明石切場のうち、発掘調査の結果で江戸時代から継続
的に石垣石を採掘していたことが判明した範囲を追加指定する。

指 定 地 域
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡
名勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の史
跡２「城跡」による。

指 定 基 準
松前氏城跡 福山城跡・館城跡名 称
史 跡種 別
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平成２５年１０月１７日（文部科学省告示第１４７号）指定年月日

別記３

平成２５年１０月１７日（文部科学省告示第１４７号）指定年月日

（追加指定分）
２，１１０．９８㎡

面 積

（追加指定分）
北海道檜山郡厚沢部町字城丘
１２０番２、１２１番、１２２番２、１２３番２、１３９番のうち実測６７５．９８㎡、１７９番
３、１７９番４、１８２番３、１８２番４、１８３番３、１８３番４

所在地及び
指 定 地 域

館城は、明治元年（１８６８）年に福山城に代わる松前藩主の居城として
構築されたが、旧幕府脱走軍の攻撃により焼失した。
今回、発掘調査によって城の郭内であることが認められた隣接地を追
加指定する。

指 定 地 域
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡
名勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の史
跡２「城跡」による。

指 定 基 準
松前氏城跡 福山城跡・館城跡名 称
史 跡種 別

別記４

平成２５年１０月１７日（文部科学省告示第１４８号）指定年月日

（追加指定地域）
北海道沙流郡平取町
日高森林計画区第１１４３林班ろ林小班、同第１１４３林班ロ林小班、同第１１４３
林班ハ林小班、同第１１４３林班ニ林小班、同第１１４３林班ホ林小班
北海道新冠郡新冠町
日高森林計画区第１０８１林班イ林小班、同第１０８１林班ロ林小班、同第１０８１
林班は林小班、同第１０８１林班ハ林小班、同第１０８１林班ニ林小班、同第
１０８１林班ホ林小班、同第１０８２林班ロ林小班、同第１０８２林班ハ林小班、同
第１０８３林班イ林小班、同第１０８３林班ロ林小班、同第１０８３林班ハ林小班、
同第１０８３林班ニ林小班

所在地及び
指 定 地 域

当該名勝は、アイヌの物語・伝承、祈りの場、言語に彩られた優秀な
景勝地群をアイヌ語で「ピリカノカ」（美しい・形）と総称して保護を
図るものであり、今回追加指定された「幌尻岳（ポロシリ）」は、アイ
ヌの人々にとって、神々が集い遊ぶ聖なる山として知られ、３つのカー

あが

ル（氷河時代形成の圏谷）に囲まれた山頂の一帯は「神の庭」として崇
められてきた風致景観の優秀な山である。

す あらわ

また、幌尻岳には、白い熊が棲み、神としての威力を顕したと言い伝
えられ、山麓のアイヌコタンでは、捕獲したヒグマを、幌尻岳へと送る
イヨマンテの儀式が古くから行われてきた。山頂には海水を満たす大き
な湖があり、数多の海鳥、アザラシ・トドなどの海獣の越冬の場となっ
てきたとも伝えられている。

指 定 地 域
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡
名勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の名
勝１０「山岳、丘陵、高原、平原、河川」による。

指 定 基 準

ピリカノカ
九度山（クトウンヌプリ）、黄金山（ピンネタイオルシペ）、
神威岬（カムイエトウ）、襟裳岬（オンネエンルム）、
瞰望岩（インカルシ）、カムイチャシ、絵鞆半島外海岸、
十勝幌尻岳（ポロシリ）
幌尻岳（ポロシリ）

名 称
名 勝種 別
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